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行政書士法施行規則の一部を改正する省令の公布について 

 

 

標記の件について、総務省から行政書士法施行規則の一部を改正する省令が

令和６年５月３１日付けで公布され、同年７月１日に施行することとされた旨

の通知がありました。各単位会におかれましては、別紙の通知をご確認いただ

き、所属会員への周知を図るとともに、会員指導等をお願いいたします。 

 

以上 

 

 

別紙１：〈日行連宛〉行政書士法施行規則の一部を改正する省令の公布につい

て（通知） 

別紙２：〈各都道府県宛〉行政書士法施行規則の一部を改正する省令の公布に

ついて（通知） 

別紙３：行政書士法施行規則の一部を改正する省令について 

別紙４：行政書士法施行規則の一部を改正する省令（令和６年５月３１日総務

省令第５８号） 

 

 

※日行連ホームページの会員専用サイトにも掲載いたします。 


